
 
 
 
 かつまた 孝明 です！ 

たかあき 

 昭和５１年４月７日生まれ 

出身   沼津市 

住所   沼津市花園町 

家族   父親（沼津市出身） 

母親（伊豆市出身：修善寺） 

     妻・長男・長女・次男 

経 歴 

〔学歴〕 

しょうえい幼稚園 

沼津市立門池小・門池中 卒業 

静岡県立沼津東高校 卒業 

学習院大学経済学部 卒業 

慶應義塾大学大学院経営管理研究科 卒業 

（経営学修士：ＭＢＡ取得） 
〔職歴〕 

平成１２年４月  スルガ銀行株式会社入社 

         財団法人企業経営研究所 研究員  

（地域経済産業分析） 

         経営企画部 人事担当マネージャー 

平成２２年１２月 スルガ銀行株式会社退職 

平成２３年１月～ 自民党衆議院静岡県第六選挙区支部 支部長 

平成２４年１２月～ 衆議院議員（現在３期目） 

       ・経済産業委員・財務金融委員・自民党水産部会 副部会長 

       ・消費者問題に関する特別委員会 理事・自民党青年局 次長 

いま、自民党が熱い！自民党員を大募集中！！ 
自民党に入党して、党員として自民党そしてかつまた孝明を支えてください！ 
入党資格 
・ わが党の綱領、主義、政策等に賛同される方 
・ 満１８歳以上で日本国籍を有する方 
・ 他の政党の党籍を持たない方 
党 費：一般党員 年額４，０００円、家族党員 年額２，０００円 

申し込み方法 

・ 自民党衆議院静岡県第６選挙区支部までご連絡ください。電話、e メール、直接お越し

いただいても結構です。 

  

― お知らせ ― 

ポスターご掲示頂ける方大募集！ 

事務所(055-922-5526)までご連絡ください 
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発行所：自由民主党本部 
100-8910東京都千代田区永田町 1-11-23 

電話：東京 03(3581)6211（代） 

振替口座：東京 00180-1-19518  定価 1部 105円 

自民党衆議院静岡県第６選挙区支部 

〒410-0062沼津市宮前町１３－３ 

電話：055(922)5526 FAX：055(922)5527 

ブログ：http://ameblo.jp/t-katsumata 

公式サイト：http://www.t-katsumata.com 

e ﾒｰﾙ：jimin@t-katsumata.com 

衆議院議員（静岡県第６選挙区支部支部長） 

通 

信 静岡６区【沼津・伊東・熱海・下田・伊豆・伊豆の

国（旧韮山・大仁）・賀茂郡・駿東郡（長泉・清水）】 

かつまた孝明氏  
サラリーマン出身！！ 

～働く人の味方です！～ 

たかあき 

― 号 外 ― 

ボランティア大募集（６区支部まで連絡下さい） 

まるかつ通信の企画・配布・街頭演説サポート・ポ

スター貼りなどなど、楽しい仲間と共に！ 

 

http://ameblo.jp/t-katsumata


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

働く皆さんの目線で政治を前に進めます！ 

  平成３０年は明治維新から１５０年目の節目の年であり、天

皇陛下のご退位が決まり平成の時代は来年４月末で終わりを迎

えます。 
 翌５月１日から新しい元号の下で日本国民の生活がスタート

致します。大きな時代の変化の中で、今後ともふるさとで働く

皆さんの目線で政治を前に進めてまいります。 
全国の企業の約９９．７％が中小企業・小規模事業者と言わ

れており、静岡県においても約９９．８％（従業者数は約８４％）

が中小企業・小規模事業者で占めています。 
まさに中小企業・小規模事業者が活性化していくことで業績

を改善し、従業者の皆さんの収入に反映させていくことが、日

本経済や地域経済にとって大変重要になってきます。 
私は、当選以来５年以上、金融機関における１１年間の勤務

で得た現場での経験を活かし、経済産業委員会や自民党経済産

業部会にて質問に立つなど様々な中小企業・小規模事業者の施

策を提言し、実現してきました。 

「産業競争力強化法」に

よって設備投資が進み、

最新の機械を視察。 

機械の性能向上により、

働き方改革が進み、働く

皆さんの雇用環境改善

に繋がっています！ 



例えば、産業の新陳代謝を活発にしていく「産業競争力強化法」

によって事業再編や新規事業が起こしやすくなり設備投資など

も活発化しました。 
そして、「地域未来投資促進法」によって地域の実状に応じて

工場や物流拠点といった事業所を創設することができるように

なりました。 
また「中小企業信用保険法」の改正によって担保や保証人に頼

らない金融制度を確立していきます。さらに少子高齢化時代の中

で「事業承継ガイドライン」を策定し大切な地域の雇用を守って

いきます。 
上記は一部でありますが、時代の大きな変化の中で、このよう

な法整備により中小企業・小規模事業者の経営者の皆さんはもち

ろんのこと、そこで働く皆さんの雇用環境が改善していくことが

何よりも大切であります。これからも働く皆さんの立場で、サラ

リーマン経験を活かして政策の実現を図ってまいります！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サラリーマン経験を活かした政策実現！ 

介護離職ゼロを目指

しています。 

子育て世代、介護世代

の立場で雇用環境を

改善していきます。 

介護職で働く皆さま

の現場を体験し政策

に活かしていきます。 


